
平成 20年第 3回臨時会

議会
だより

　

会
期
中
に
審
議
、
可
決
さ
れ
た
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
専
決
処
分
の
報
告

◇
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
の
専
決
処

分
の
報
告
（
史
跡
保
存
整
備
用
地　

唐
古
・
鍵
遺
跡
）

■
予
算
の
補
正

◇
平
成
20
年
度
田
原
本
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
2
号
）

■
そ
の
他

◇
田
原
本
駅
前
広
場
整
備
事
業
工
事

請
負
契
約
締
結
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
田
原
本
町
議
会
「
第
３

回
臨
時
会
」
が
11
月
５
日
に
開
か
れ

ま
し
た
。

　

臨
時
会
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に

特
定
の
事
案
に
限
り
招
集
さ
れ
る
も

の
で
す
。

　

今
回
の
臨
時
会
で
は
、
町
民
の
長

年
の
懸
案
で
あ
っ
た
近
鉄
橿
原
線
田

原
本
駅
と
近
鉄
田
原
本
線
西
田
原
本

駅
両
駅
の
間
に
田
原
本
町
の
顔
で
あ

る
駅
前
広
場
の
整
備
を
進
め
る
た
め

の
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

の
議
案
が
慎
重
に
審
議
さ
れ
、
原
案

ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
各
議
案
に
つ
い

て
も
慎
重
に
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
も

原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
本
会
議
会
議
録
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

審
議
内
容
を
詳
し

く
お
知
り
に
な
り
た

い
人
は
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

www.town.tawaramoto.nara.jp

田原本町議会

審
議
内
容
を

見
る
こ
と
が

で
き
ま
す

上
場
株
券
が
無
効
に
！

平
成
21
年
1
月
か
ら
、

上
場
株
券
が
無
効
に
な
る

こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？

株券は本人名義になっていますか？

いいえ

早急に名義書換を！ 手続きは不要です

は　い

電子化
される
までに
手続き

2 0 0 9
年 1 月
電子化

電子化
実施後

利便性、安全性
のためには、
ほふりへ預託を

もしも名義書換
しないと…

上場会社が株主の権利を確保するための口座
（特別口座）を開設

手続きは不要です

！
株主の権利を
失う可能性も！

他人名義で「特別口座」に記
録されるので、株主の権利を
失う可能性があります。電子
化実施後、本人名義に変更す
るには相続や譲渡などの証明
が必要となり、大変煩雑な手
続きとなります。

！
特別口座では株式の
売却はできません

株式を売却するには証券会社
に口座を開設し、株式の振替
手続きが必要になります。

株式の売却時

自由に売却できます
証券会社を通じて、「証券
保管振替機構（ほふり）」
に株券をお預けの場合は、
株券電子化にあたり何も手
続きをする必要はありませ
ん。今までと同様に自由な
売却が可能です。

ほふりについての詳細は証
券会社へお問い合わせくだ
さい。

　

上
場
株
券
の
発
行
・
流
通
制
度
が

紙
に
印
刷
さ
れ
た
株
券
か
ら
、
証
券

会
社
な
ど
の
口
座
を
通
じ
た
電
子
的

な
管
理
方
法
に
切
り
替
わ
る
、「
株

券
電
子
化
」
が
平
成
21
年
1
月
5
日

に
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

株
券
電
子
化
後
、
皆
さ
ん
が
自
宅

や
貸
金
庫
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る

上
場
株
券
は
、
法
律
上
「
無
効
」
と

な
り
、
経
済
的
価
値
を
失
い
ま
す
。

　

で
は
、
株
券
電
子
化
の
実
施
ま
で

に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？
上
の
図
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
株
券
電
子
化
前
後
は
証
券
会

社
や
関
係
団
体
名
を
名
乗
り
、
株
券

を
回
収
す
る
行
為
や
、
電
子
化
実
施

後
に
無
価
値
に
な
っ
た
株
券
を
市
場

価
格
な
ど
で
売
り
つ
け
る
行
為
、
上

場
会
社
に
な
り
す
ま
し
、「
特
別
口

座
」
の
開
設
に
伴
う
手
数
料
な
ど
を

請
求
す
る
行
為
な
ど
の
詐
欺
的
行
為

が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
懸
念
さ
れ
ま

す
の
で
、
十
分
な
注
意
が
必
要
で
す
。

問　

近
畿
財
政
局
理
財
部
証
券
監
督

課
☎
06
・
6
9
4
9
・
6
3
6
7　

日
本
証
券
業
協
会
証
券
決
済
制
度

改
革
推
進
セ
ン
タ
ー
0
1
2
0
・

77
・
0
9
1
5

早
急
に
証
券
会
社
を
通
じ
て
「
証
券

保
管
振
替
機
構
（
ほ
ふ
り
）」
に
預
託
、

ま
た
は
信
託
銀
行
な
ど
の
株
主
名
簿

管
理
人
に
連
絡
を
し
、
本
人
名
義
に

変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

特別口座
（信託銀行など）

取引口座
（証券会社）

振替

証券保管
振替機構（ほふり）
に預けています


